
企業活動のグローバル化に伴い，諸外国への

特許出願件数が増加している。また，企業活動

といっても業種や企業ごとに状況が異なるた

め，それに応じて，権利化したい時期・重要視

する地域・１件の出願の重みなどが異なる。更

に，一企業の中であっても，個別案件の事情に

1 ．はじめに

合わせた権利内容としたい，手間やコストを省

きたいなど種々の要求が存在する。

一方，別の視点にたつと，ハーモナイゼーシ

ョン推進の機運のもと，既存の出願・審査制度

に加え，種々の出願・審査制度が実施又は提案

されている。これらの制度は，利用が拡大して

いるものの，必ずしも広く認知されたとは言い

難い面がある。

そこで，代表的な出願・審査制度を整理する

とともに，知財活動の基盤である出願権利化活

動を効果的に行うにはどのようにしたらよいか

を考えてみたい。

本検討では，パリルート，PCTルートをベ

2．1 検討対象とした特許出願・審査制度

2 ．特許出願・審査制度
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特許出願・審査制度の戦略的利用について

抄　録 2006年度から，特許審査ハイウェイの利用実態を調査するとともに，利用状況について分
析，活用案を提言してきた。2008年度に提言１）したPCT国際調査結果を申請の基礎とする特許審査
ハイウェイは，その試行（PCT-PPH）が実現し，2010年１月29日より試行が開始された。これによ
り，出願人にとって選択できるオプションが増え，特許出願・審査制度の選択の幅が拡大したことに
なる。しかしながら，制度の多様化・高度化は，出願人が各制度の特徴・利点・欠点等を十分に理解
し，その上で適切な時期に適切な制度を利用しないと，制度利用の普及・促進の妨げとなりかねない。
そこで，2009年度は，日本国特許庁を第１庁として更に第２庁（日本，米国，欧州，中国，韓国）へ
出願を行うに際し，多様化した各種特許出願・審査制度のうち，早期審査，特許審査ハイウェイ，ト
ライウェイ及び新ルートの各特徴を整理するとともに，複数の観点における各制度の優位性を比較・
評価し，ユーザーにとって効果的な特許出願・審査制度の戦略的な利用について検討を行った。

＊ 2009年度　The First Subcommittee, The First
Patent Committee
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ースに，早期審査，特許審査ハイウェイ，トラ

イウェイ，新ルートに関し，その特徴を分析，

検討した。

（1）早期審査

優先的な審査処理制度であり，その申請条件

（要件），申請者，費用などは，各国によって

様々である。各国の早期審査・優先審査に関し，

日本国特許庁が産業財産権制度各国比較調査研

究の2005年度研究テーマの一つとして報告して

いるので，特許庁ホームページ２）を参照された

い。

（2）特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ（ P P H： P a t e n t

Prosecution Highway）は，第１庁で特許可能

と判断された発明を有する出願について，出願

人の申請により第２庁において早期審査が簡易

な手続で受けられる制度である１）。

PPH申請の主な要件は，以下の通りである。

・第１庁出願を優先権主張の基礎として，第

２庁に出願していること。

・第１庁出願が特許可能と判断された請求項

を有すること。

・第２庁出願の請求項の全てが，第１庁で特

許可能と判断された請求項に十分に対応し

ていること。

・第２庁で審査が行われていないこと。

（韓国などの一部の国では，この審査未着

手要件不要）

更に，日本国特許庁は，PCT出願の国際段

階成果物を利用する特許審査ハイウェイ

（PCT-PPH）プログラムを試行的に2010年１月

29日から開始した３）。PCT-PPHは，特定の国

際調査機関が作成した見解書（WO/ISA）や

特定の国際予備審査機関が作成した国際予備審

査報告（IPER）を利用して，早期審査を申請

2．2 各特許出願・審査制度の概要紹介

することができるものである。

PCT-PPH申請の主な要件は，以下の通りで

ある。

・国際調査機関の見解書（WO/ISA），国際

予備審査機関の見解書（WO/IPEA）又は

国際予備審査報告（IPER）（以下，国際段

階成果物と言う）のうち最新の書類におい

て，特許性「有り」と示された請求項が存

在すること。

・PCT-PPHの申請を行う出願の請求項が，

上記書類において特許性有りと示された請

求項と十分に対応していること。

・PCT-PPHの申請を行う出願が，審査着手

される前であること。

このPCT-PPHでは，日本国特許庁が国際段

階成果物を作成（第１庁）し，同じ日本国特許

庁へ移行する際（第２庁）にPPHを申請する

といった使い方も可能である（現時点では欧州

→欧州のみ例外的に認められていない）。

また，PPHは，２庁間の取り組みに限られた

ものではなく，その要件及び手続きを多国間で

共通化するプルリPPH（“pluri”-「多くの」）へ

と発展させる取り組みが各庁で行われている４）。

（3）トライウェイ

トライウェイ（Triway）は，日本国特許庁，

米国特許商標庁，欧州特許庁で構成される三極

特許庁による2005年11月の会合において，米国

特許商標庁から提唱されたものである５）。

その基本的概念は，三極特許庁のそれぞれ対

応する特許出願の調査結果を一定の短期間で出

願人及び三極特許庁に提示し，これらの調査結

果を出願人及び三極特許庁が考慮することを可

能とするものである。

その有効性を検証するために，2008年７月28

日から，米国特許商標庁を第１庁出願とし，後

にパリルートで欧州特許庁，及び日本国特許庁

に出願される案件であって，各庁の特許請求の
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範囲の記載が十分に対応しており，出願人が希

望した案件を対象に試行された６）。なお，試行

への参加受付は，既に終了している。

（4）新ルート

日本国特許庁が提案し，三極特許庁会合にお

いて，直接出願ルート，PCTルートに続く，

第三の特許出願ルートとして，議論されている

制度であり，以下のような基本コンセプトに基

づくものである７）。

・パリルートの出願について，第１庁での新

ルート出願で第２庁にも出願したものと見

なす。

・出願人には，第１庁でのサーチ・審査結果

を基に第２庁での審査手続に入るべきか否

かを検討する時間的猶予（出願日（優先日）

から30ヶ月まで）が与えられる。

・第２庁は，第１庁のサーチ・審査結果を利

用する。

日本国特許庁と米国特許商標庁は，現段階で

の法整備下で試行するため，模擬的な施行を

2008年１月28日から行った。なお，試行への参

加受付は，既に終了している。

上述した各出願・審査制度を利用した際の利

点，欠点及び推奨される出願の例について，表

１にまとめた。

この比較表は，第１庁として日本に特許出願

を行い，パリルートあるいはPCTルートを経

て第２庁へ特許出願を行うことを前提とした場

合の，かかる第２庁での利点，欠点及び推奨さ

れる出願の例である。なお，表１において，第

２庁の出願国は，特に限定していない。

3．1 制度比較

3 ．制度比較

（1）早期審査

１）利点・欠点

当然ながら，早期審査の利点は，手続き国で

早期に権利化を図れることであり，欠点は，手

続きのための手間を要する場合があることであ

る。但し，欧州の手続きは，申請書１枚を提出

するだけでよく，先行技術調査結果の添付も不

要であるため，容易な手続きで申請可能である。

２）国毎の留意点

米国において早期審査（Make Special）を利

用するためには，特別な書面を出願時に提出す

る必要があり，途中から申請ができないことや，

OA応答期限の延長が認められない等の厳しい

要件が課せられる。

また，中国の早期審査は，国家，公共の利益

が必要条件となっており，利用するための要件

が非常に厳しいことから，利用された実績がほ

とんど無いと報告されている２）。

韓国においては，早期審査が存在しないが，

優先審査を利用することにより早期に審査を開

始させることができる２）。

一方，別途追加料金を課せられる国もあり，

例えば，韓国では基本料として135,000ウォン

がかかり，米国も申請理由にもよるが多くは

＄130かかる。しかし，PPHが適用される出願

については，通常の早期審査とは異なり，上述

のような厳しい要件を課せられることなく，早

期審査を受けることができる８）。

（2）PPH

１）利点・欠点

PPHの利点は，第２庁での早期審査やOA発

行回数の低減等が期待できることであり，欠点

は，PPH申請時の第２庁における請求項を第

１庁にて「特許可能と示された請求項」に対応

させる必要があることである。この利点と欠点

3．2 各制度比較のまとめ
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は，従来型のPPH，PCT-PPH，プルリPPHに

共通するものである。

２）国毎の留意点

日米間のPPHに関する各種統計は，豊富に

存在している１）。特に，日本→米国のPPHにお

ける第２庁（米国）での登録率が非常に高くな

っていることは注目すべき点である。

一方，日本→米国におけるPPHが申請され

た出願は，承認後の請求項も日本で特許可能と

判断された請求項に十分対応させる必要があ

り，OAを受けて補正する際には注意が必要で

ある。

中国は，現状，日本との間でPPHに関する

取り決めを締結していないため，日本から中国

への出願に対してはPPHを利用できない。

欧州においては，2010年１月から，日本との

間でPPHの試行が開始され，試行開始後に欧

州特許庁に出願されたものについて，PPHを

申請できる。日本→欧州のPPHが申請された

出願は，PPH申請が承認されると，PACEプロ

グラムの下で早期に審査着手される８），９）。

韓国では，PPHが申請された出願は，優先

審査の対象として扱われる10）。

（3）トライウェイ

トライウェイは三極特許庁全てのサーチ等を

踏まえた審査結果が得られるため，権利の安定

性が高くなることが利点であり，各国での権利

化の時期が遅くなることが欠点である。

（4）新ルート

新ルートは，PCTルートと同様に第１庁の

サーチレポートが出願人に対し提供されること

が利点であり，第２庁での権利化の時期が比較

的遅くなることが欠点である。

（5）パリとPCTの相違

PPHや早期審査の対象となる出願がパリ出

願であってもPCT出願であっても，PPHや早

期審査の利点や欠点は，基本的に同じとなる。

但し，PPHの対象をPCT出願にした場合に

のみ，PCT-PPHを利用できる。

上述の制度比較を踏まえて，出願人にとって，

より重要と考えられる「早期権利化」と「権利

の安定性」を重視した出願ルートを検討した。

4．1．1 早期権利化を重視した出願ルート

（1）各国の早期審査を利用

上述したように，早期審査制度（又は優先審

査制度）が存在する国においては，これを利用

することで，早期権利化を図ることができる。

PPHとは異なり，他庁の審査とは独立して早

期審査をかけることができるのがメリットであ

る。

（2）PCT19条補正，34条補正を有効活用し

たファミリー全体としての早期権利化

出願国数が多い場合，PCTでの19条補正，

34条補正を有効活用し，各国移行前にできるだ

け権利化可能な請求項に補正しておくことで，

各国移行後のOAの回数が減少することが期待

でき，ファミリー全体として早期権利化を狙え

ると期待できる。

例えば，PCTの国際調査報告及び見解書に

おいて，特許可能と判断された請求項が無い場

合，又は，特許可能と判断された請求項が従属

項であって権利範囲が狭いと考えられる場合，

①国際調査報告から２ヶ月又は優先日から16ヶ

月の遅い方までに，19条補正を行い，特許性を

有するように特許請求の範囲を補正した後，各

国へ移行する方法，②また，優先日から22ヶ月

内（又は国際調査報告書の送付日から３ヶ月内

4．1 目的別の推奨出願ルート

4 ．提　　言
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のいずれか遅い方）に国際予備審査請求を行い，

通知される国際予備審査機関の見解書の内容が

否定的な場合に，34条補正を行い，特許性等を

有するように特許請求の範囲及び明細書等を補

正し，その後送付される国際予備審査報告の内

容を肯定的なものに変えるようにしてから，各

国移行する方法，③更には，国際予備審査報告

の内容が未だ否定的な場合に，その内容に鑑み

て各国移行時に適宜補正する方法等を行うこと

が考えられる。

国による違いや代理人費用にもよるが，各国

移行後のOA費用に比べて，19条補正や国際予

備審査に要する費用の方が安くなる場合が多い

と考えられ，上記手法はコスト面でも有効な可

能性がある。特に複数国に移行してOA対応し

た場合は，より有効性が高いと考えられる。

また，特に中国は，早期審査（優先審査）制

度の活用が実質的に困難と考えられ，PPHも

現状申請できないことから，本方法活用の有効

性は高いと思われる。

（3）PPHを利用（第２庁での早期権利化）

PPHでは第１庁で特許可能と判断された発

明について出願人の申請により第２庁で早期に

審査が受けられるため，早期権利化が図れる。

なお，詳細については後述の４．２節を参照さ

れたい。

（4）PCT-PPHを利用（第２庁及び日本での

早期権利化）

PCT-PPHでは第１庁の審査結果を待たずに

国際段階成果物に基づいて早期に申請可能であ

るため，出願人にとって早期権利化の有効なル

ートと考えられる。なお，詳細については後述

の４．２節を参照されたい。

（5）外国出願を利用した日本での簡易的な早

期権利化（早期審査請求不要）

１）「JP-FIRST11）」の利用（パリルート）

「JP-FIRST」の要求条件を満たすことで，早

期審査を請求すること無く，早期に審査着手さ

れる。そのため，早期審査の請求時に必要な事

情説明書等の提出が不要となる。また，審査請

求から数ヶ月後にFAが届くケースも確認され

ていることから，実態は上記目標よりも早く着

手されている可能性もあり，簡易的な早期権利

化の１手段として有効と考えられる。

２）PCT出願における「先の国内出願の調

査結果の利用請求12）」の利用

本制度は，国際調査の開始前又は同時に，国

内出願の審査を開始できる場合（出願人として

は，優先権基礎出願の審査請求をPCT出願時

までに完了すれば間に合うことが多いとの意見

がある），早期審査請求しなくても優先的に国

内審査され，国際調査報告結果が届く前にFA

が届くため，簡易的な早期権利化の１手段とし

て有効と考えられる。

（6）中国での早期権利化へ向けてのルート

中国への早期権利化の手段は限られるが，上

述の（2）の方法の利用の他，以下の手段が提

案されている13）。「①中国では，公開後にしか

実体審査を始めないので，早期公開により実体

審査の時期を早めることで，多少の早期権利化

が期待できる。例えば，PCTルートで日本出

願に基づく優先権を主張して中国へ出願する場

合は，早期に中国国内移行し，PCT23条に基

づく宣言をして，早期の国内公表に同意するこ

とにより，実体審査を早めることができる。但

し，その後の審査は通常通りであるため，効果

は限られていると考えられる。②また，発明の

内容が，物品の形状や構造若しくはそれらの組

み合わせの技術の場合は，実用新案と特許を同

日に出願する方法がある。中国では，実用新案
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は無審査主義を採用しているため，出願後１年

程度で実用新案権が得られ，早期に権利行使す

ることができる。その後，特許の方が審査され

て，特許権が得られた際に，実用新案権を放棄

すればよい。中国では，実用新案権に基づく権

利行使の際，権利者は，日本のような相当な注

意の義務や，損害賠償責任を負わないので，実

用新案の利用価値は高いと考えられる。」

また，実際に実用新案権を権利行使できた日

本企業の例も発生しており14），上記手段の有効

性は高いと考えられる。

4．1．2 権利の安定性を重視した出願ルート

（1）トライウェイ活用

トライウェイでは三極特許庁でのサーチ結果

（審査結果）を踏まえて，各庁での審査が行わ

れるため，トライウェイを利用して登録となっ

た特許は一般的に権利の安定性が高いと考えら

れる。従って，出願人としては権利行使を前提

とする出願にこのトライウェイを選択すること

により瑕疵のないより安定した権利を取得する

ことができると考えられる。

（2）PCT英語出願で国際調査機関にEPを指

定

PCT英語出願を行って国際調査機関（及び

国際予備調査機関）として欧州特許庁を選択し，

且つ日本の自己指定を解除することで，基礎と

なる日本の出願は，日本国特許庁で日本語文献

を主として審査され15），PCTの国際調査（及び

国際予備審査）は，欧州特許庁で英語文献を主

としてサーチ等される。これにより，より広範

囲な調査を受けるため，それらの調査された先

行技術に鑑みて，特許性を有すると判断される

発明は，より権利の安定性が高いものと考えら

れる。更にまた，基礎となる日本の出願を，早

期審査請求又は上述の「先の国内出願の調査結

果の利用請求」を行って，他の各国への移行時

までに審査が行われるように管理することで，

各国移行時の特許性の判断がより確実となり，

より有効に活用できると考えられる。

4．2．1 従来型PPHについて

（1）第２国でのライセンスや権利行使の対象

が明確な場合の活用１）

日本で対象技術をカバーする請求項のみに限

定（分割出願等）して早期に特許権を取得した

後に，PPHを利用して第２庁での特許権を早

期取得する。これにより，タイムリー且つ効果

的なライセンス交渉や権利行使を図ることが期

待できる。

分割出願とした場合は，残りの請求項はじっ

くりと権利化に取り組むことができる。

（2）外国語文献の先行技術調査として活用

権利行使の際などで，特許権の有効性確認の

ための外国語文献の先行技術調査が必要な場

合，PPHの第２庁審査結果を利用することで

早期に先行技術調査結果を取得することができ

る。（米国では７割の新規引例が示されている

［同一引例が３割弱１）］。）

（3）PPH利用において特に有効な案件につ

いて（一発登録案件の活用メリット）

日本の審査における一発登録案件について

PPHを利用すれば，次の３点で有用と考えら

れる。

①特許請求の範囲を減縮するデメリットが発

生しない。

②出願時の請求項のままであるため，PPH申

請時に改めて請求項を日本の許可された請求項

と十分に対応させる余分な作業が発生しない。

③日本でのOAが無いため，OA資料の添付

が不要。

4．2 PPHの有効活用の提案
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4．2．2 PCT-PPHについて

（1）従来型PPHと同様の活用方法

PCT-PPHにおいてもPCT-PPH導入以前の

PPH（従来型PPH）で示した活用方法は，全

て利用可能と考えられる。この場合において，

従来型PPHでの一発登録案件は，PCT-PPHで

の国際調査結果（国際調査機関の見解書，国際

予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告）

で全ての請求項に対して特許性有りと判断され

た案件と読み替えることができる。

（2）より迅速な権利化狙い

国際公開前に提示された国際調査機関の見解

書に特許性有りとされた請求項がある場合に

は，出願人がその特許性有りとされた請求項に

満足できるか否かにより，以下の対応を図るこ

とで迅速な権利化を狙うことができる。

１）特許性有りの請求項に満足できる場合

国際調査機関の見解書に特許性有りとされた

請求項に限定して，必要各国に移行してPPH

申請をし，権利化を図る。

２）特許性有りの請求項に満足できない場合

①出願人が満足でき且つ国際調査機関の見解

書での特許性無しの判断を覆せるような

PCT19条補正と国際予備審査請求（適宜34条

補正）を行い，得られた国際予備審査機関の見

解書又は国際予備審査報告において，特許性有

りと判断された請求項にて，必要各国に早期に

移行してPPHを申請し，日本を含めて早期権

利化を図る。

②出願人が満足する権利範囲全てを一度に権

利化することが困難であっても，早期に権利行

使したい移行国がある場合には，上述の従来型

PPHと同様に，特許性有りとされた請求項で

国内移行し，残りの特許性なしと判断されたが

権利行使に利用したい請求項については別途分

割出願で対応することで，その対象範囲が限定

されるものであっても権利行使可能な請求項の

早期権利化を図る。

３）更なる迅速権利化

更に迅速な権利化を図りたい場合は，①

PCT-PPHと各国への早期移行を併用する，あ

るいは，②PCT-PPHと上述の「先の国内出願

の調査結果の利用請求」を併用することができ

る。

（3）請求項の対応について

PCT出願における指定国によっては，発明

の自社・他社の実施形態（例えば，生産なのか，

販売だけなのか等）が異なり，ある国では装置

請求項のみで十分だが，また別の国では広く権

利範囲をカバーするためにカテゴリの異なる請

求項（例えば制御装置，制御方法，制御方法を

記憶した媒体等）を作成する必要がある場合が

ある。このような場合には，予めPPH申請時

の「請求項の対応」を意識して，PCT段階で

特許性有りの請求項が第２の庁で必要な請求項

に合うよう意識して準備，対応することが必要

である。

（1）手続き・要件に関して

手続の簡略化や要件の共通化については，各

国間にて引き続き検討いただきたい事項であ

る。例えば上述のとおり，PPH申請承認後の

請求項の対応関係について日本・欧州では制限

がないのに対して，米国では申請承認後も第１

庁にて「特許可能と示された請求項」と十分に

対応しなければならず，また補正の度に請求項

対応表を提出する必要があり，PPH申請後の

取扱いは各庁でばらつきがある。

各国における要件の共通化を図り，提出すべ

き書類を更に削減することが今後の利用拡大に

つながると考えられる。

4．3 今後のPPHに期待する事項
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（2）権利範囲の取扱いに関して

登録になった権利範囲の解釈は各国の判断に

任されるが，PPHという制度を利用すること

で，第２庁での権利範囲の解釈や権利行使に不

利となるような運用が為されないこと，あるい

は，具体的にどのような場合に不利な取扱いが

為されるのか，各国特許庁から積極的かつ明確

な説明がほしい。

特に米国では他国にはない特有の制度（IDS

やベストモード）が存在し，出願人の立場から

するとPPHを利用して登録された請求項に関

して権利行使に懸念を抱く場合があり，重要な

出願案件であるほど制度の利用に慎重にならざ

るを得ないという不安もある。

出願人としてはPPHの制度を利用した簡易

な早期権利化は望ましいが，PPHの利用促進

を考慮すると，各国特許庁から権利範囲の取扱

いに関しての積極的な情報開示が必要であると

考える。

（3）プルリPPHに関して

様式の共通化に止まらず16），１つの申請手続

きで他国での申請手続きが不要となるような制

度設計になることを望む。更には，各国で申請

手続きに必要な要件の共通化までの検討が期待

される（上述の４．３（1）等）。

（4）PCT-PPHに関して

１）PCT-PPHは歓迎

PCT出願は日本の出願人にとってグローバ

ルな出願展開をする比較的重要な案件での利用

が多く，また，例えば４～５カ国以上の複数国

への出願にはその手続費用面でも有用である。

このPCT出願において，特許性有りとなっ

たものについてPPHの申請が可能になったこ

とから，その権利範囲に満足がいくものであれ

ば，早期権利化には非常に有効であり，今回の

PCTでのPPHへの移行可能となったことは大

歓迎される取り組みである。

２）PCT-PPH利用件数の増加に伴うハーモ

ナイゼーションの更なる推進

今後，グローバルな出願展開を狙うPCT出

願の中で，PCT-PPHの利用が進むことで，例

えば，審査結果がPCT段階と第２庁となる各

国特許庁によって相違する事例や，異議制度の

ある欧州が第２庁の場合に，審査で検討された

先行技術以外の先行技術に基づく異議申立によ

り，PCT段階で特許性有りとされた請求項が

拒絶される事例が発生することが想定される。

そのような事例を各国特許庁間にて比較検討

し，今後の調査，審査に十分にフィードバック

することで，調査・審査の質の向上に役立てて

頂くことを期待する。このような比較検討が進

むことで，各国特許庁間における相違が，調査

に起因するものであるのか，審査の運用あるい

は法令に起因するものであるのかが明らかにな

り，課題が共有化され，調査・審査のハーモナ

イゼーションを進める上で，大いに役立つもの

と考えられる。

今後，審査結果の各国特許庁による相違の分

析等が進んでいくと仮定した中で，少し飛躍し

て望むとすれば，例えば，技術の発展が著しい

技術分野においては，PCT段階で特許性有り

となった請求項については，第２庁では審査せ

ずに許可可能とすることも一案である。更にそ

の後は，異議期間を設定するなど，公衆の審査

にゆだねることも選択肢の一つである。この場

合，業界の真の技術レベルをもった同業者が積

極的に審査に参加し，同業者が特許性判断のレ

ベルを作り，質の高い審査結果を維持すること

で，些末な権利が無くなり，ユーザーとして不

必要な係争や他社特許の調査工数が削減される

ことが期待される。また，第２庁での審査負荷

も軽減されてワークシェアに繋がる。そのよう

なユーザー視点をもって特許制度のハーモナイ

ゼーションが進められることを望む。
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（5）各制度の利用拡大のために

PPHの利用拡大のためには，今後も特許庁

からユーザーに対し各種の情報提供を行ってい

ただくよう希望する。例えば，PPHの活用ノ

ウハウ17）などは利用拡大に繋がる情報であり，

これからも各種情報を提供していただくことを

期待する。

以上，日本から各国へ出願する際に利用可能

な特許出願・審査制度に関し，各種制度を紹介

し，更には出願人の立場からの実務面での留意

点と今後の検討事項について考察した。

経済活動のグローバル化が急激に進む中，各

国協力のもと特許出願・審査制度のグローバル

化も急激な発展を続けている。

特にPPHに関しては，2006年７月から開始

された日米間での試行段階から現在に至るまで

の間，PPHの参加国が増加し続けると共に，

ユーザーの要望などを汲み取った形でPPHの

利便性が向上しており，今後もプルリPPHな

どの更なる進化によりグローバルな経済活動を

支える重要な特許制度の１つであり続けるもの

と思われる。

一方，各国の審査段階における制度の違いは，

出願・審査制度の各国調和が進んだ場合にも，

審査段階では取扱いが異なるものとなる可能性

を生み，複数の国に対し同じ出願・審査制度を

利用した場合であっても，各国の審査段階の運

用を意識して異なる対応を迫られる可能性があ

る。

そうした中で，「多様化した各種特許制度の

把握」ならびに「最適な出願・審査制度の選択」

の重要性は，今後更に高まるものと思われるが，

本稿がその際の一助となれば幸いである。

なお，本稿は，2009年度特許第１委員会第１

小委員会，長池将幸（小委員長；いすゞ自動車），

谷口智子（小委員長補佐；旭硝子），市川憲司

5 ．おわりに

（YKK AP），小川忠彦（ルネサス エレクトロ

ニクス），佐藤光夫（本田技研工業），砂川辰則

（日鉄技術情報センター），生形泰久（住友大阪

セメント），大作新吾（KIMOTO（きもと）），

梶田邦之（NTTドコモ），五木田尚久（東芝テ

ック），佐藤有沙（エーザイ），中森元央（カシ

オ計算機）で作成した。
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